
令和５年１０月１３日付けで「獣医療法施行規則の一部を改正する省
令」が公布され、令和６年４月１日から施行されることになりました。
これに伴い、「獣医療に関する広告の制限及びその適正化のための監視
指導に関する指針（獣医療広告ガイドライン）」も改正されました。

獣医療広告制限が変わります！
（令和６年４月１日～）

中央家畜保健衛生所
千葉 〒262-0011 千葉市花見川区三角町656

    Tel：043-250-4141 （夜間・休日対応）
Fax：043-286-0090

令和５年度 第３３号（３月発行）

衛生だより

☞農林水産省ＨP
https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/zyui/koukoku.html

獣医療広告制限見直しの詳細は下記HPに掲載しています

＊獣医師法第８条第２項に該当する獣医師の処分について＊
農林水産大臣は、以下の獣医師2名に対し、獣医師法に基づく業務停止の処分を行いました。

獣医師の社会的責任や獣医師に対する期待が高まっている中、獣医師の社会的信用を失うこと
のないよう、獣医師法をはじめとする関係法令の遵守と獣医師倫理の高揚に努めて下さい。

(1)奈良県在住45歳
    行政処分の内容：令和5年11月9日から6月の業務停止処分
事件概要：酒気を帯び、呼気1リットルにつき0.45ミリグラムのアルコールを身体に保有

する状態で車を運転した。
司法処分の内容: 罰金50万円（道路交通法第65条第1項違反）

(2)北海道在住33歳
行政処分の内容:令和5年11月9日から4月の業務停止処分
事件概要: 酒気を帯び、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に

保有する状態で車を運転した。
司法処分の内容: 罰金30万円（道路交通法第65条第1項違反）



～診療内容の広告の例～

開設時の届出事項に変更があった場合には、10日以内に変更届出書を
提出することが獣医療法第３条で義務づけられています。
以下の事項に変更があった場合は、中央家畜保健衛生所まで変更届出

書等を提出してください。
① 開設者の氏名及び住所
② 診療施設の名称
③ 診療施設の構造設備の概要及び平面図
④ 管理獣医師の氏名及び住所
⑤ 診療の業務を行う獣医師の氏名
⑥ 診療の業務の種類
⑦ 定款の変更（開設者が法人である場合）

※内容により新規の開設届出が必要な場合があります。
詳しくは中央家畜保健衛生所（ 043-250-4141）までお問い合わせください。

届出様式は以下の千葉県HPからダウンロードできます！
https://www.pref.chiba.lg.jp/chikusan/shinryoushisetsu/kaisetsu3.html

診療施設に関する届出事項に変更はありませんか？

狂犬病予防注射やマイクロチップ装着について広告をする場合、
狂犬病予防注射→狂犬病予防法に基づく犬の登録や注射済票の装着が

必要であること
マイクロチップ装着→動愛法に基づく装着後の登録が必要であること

を記載する必要があります！
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